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・お子さんが１人の場合は１年間に５日、２人以上の場合は１年間に10日、お子さんの病気やけが、予防接種などを理由に時間単
　位で休暇が取得できます。（令和３年１月１日より時間単位で取得可能になりました。）（子の看護休暇）有給か無給かは勤務
　先に確認してください。
・深夜（22時～５時）にお子さんを保育できる同居の家族がいない場合、その間の勤務が免除されます。（深夜業の制限）
・１ヶ月に24時間、１年に150時間を超える時間外労働が免除されます。（時間外労働の制限）

小学校就学前のお子さんがいる場合は、申出により以下の制度が利用できます。
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（12：00～13：00の間はご利用いただけません）
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融資限度額　100万円以内
金　　　利　1.1％（令和２年１月現在）
融 資 期 間　5年（育児休業期間中措置）

※詳しくは北陸労働金庫福井支店へ

出産日以前42日（多胎妊娠の場合は、98日）から出産
日後56日までの期間について、支給要件を満たした
場合に、1日当たり賃金の3分の2に相当する額が加入
している健康保険から支給されます。

※詳しくはご加入の健康保険、市町へ

※詳しくはご加入の健康保険へ

(3) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理
的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があると指導
を受けた場合は、必要な措置を受けることができます。

（対象期間：令和４年１月31日まで）
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令和３年１月現在

☆詳しくは、北陸労働金庫福井支店へお問い合わせください。（TEL：0776-22-5678）
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